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市場拡大再算定品目及び効能変化再算定品目について

≪薬価算定組織 第１回令和元年 11 月 28 日、第 2回令和元年 12 月 5日≫

Ⅰ-①．市場拡大再算定

No 銘柄名 成分名 会社名 規格単位 現行薬価 薬効分類 再算定の

理由

補正

加算

1 ビンダケルカプセル 20mg タファミジスメグルミ

ン

ファイザー 20mg1 ｶﾌﾟｾﾙ 58,230.40 円 内 129 その他の末梢神経系用薬 市場規模の拡大

(原価計算品目)

無

2 サムスカ錠 7.5mg

サムスカ錠 15mg

サムスカ錠 30mg

サムスカ OD 錠 7.5mg

サムスカ OD 錠 15mg

サムスカ OD 錠 30mg

サムスカ顆粒１％

トルバプタン 大塚製薬 7.5mg1 錠

15mg1 錠

30mg1 錠

7.5mg1 錠

15mg1 錠

30mg1 錠

1%1g

1,298.50 円

1,975.40 円

2,999.90 円

1,298.50 円

1,975.40 円

2,999.90 円

1,931.00 円

内 213

内 249

利尿剤

その他のホルモン剤（抗ホルモ

ン剤を含む。）

市場規模の拡大

(原価計算品目)

無

3 フェブリク錠 10mg

フェブリク錠 20mg

フェブリク錠 40mg

フェブキソスタット 帝人ファーマ 10mg1 錠

20mg1 錠

40mg1 錠

32.10 円

58.60 円

110.10 円

内 394 痛風治療剤 市場規模の拡大

(原価計算品目)

無

ウリアデック錠 20mg

ウリアデック錠 40mg

ウリアデック錠 60mg

トピロキソスタット 三和化学研究

所

20mg1 錠

40mg1 錠

60mg1 錠

21.10 円

38.90 円

57.20 円

類似品 無

トピロリック錠 20mg

トピロリック錠 40mg

トピロリック錠 60mg

富士薬品 20mg1 錠

40mg1 錠

60mg1 錠

19.90 円

36.80 円

53.60 円

類似品 無

4 レブラミドカプセル 2.5mg

レブラミドカプセル 5mg

レナリドミド水和物 セルジーン 2.5mg1 ｶﾌﾟｾﾙ

5mg1 ｶﾌﾟｾﾙ

7,981.10 円

9,512.10 円

内 429 その他の腫瘍用薬 効能追加による

市場規模の拡大

無

5 リムパーザ錠 100mg

リムパーザ錠 150mg

オラパリブ アストラゼネ

カ

100mg1 錠

150mg1 錠

4,070.00 円

6,042.40 円

内 429 その他の腫瘍用薬 市場規模の拡大

(原価計算品目)

A=5

6 ステラーラ皮下注 45mg シリンジ ウステキヌマブ（遺伝子

組換え）

ヤンセンファ

ーマ

45mg0.5mL1 筒 445,131 円 注 399 他に分類されない代謝性医薬品 効能追加による

市場規模の拡大

無

7 パージェタ点滴静注 420mg/14mL ペルツズマブ（遺伝子組

換え）

中外製薬 420mg14mL1 瓶 242,908 円 注 429 その他の腫瘍用薬 効能追加による

市場規模の拡大

無

8 フェソロデックス筋注 250mg フルベストラント アストラゼネ

カ

250mg5mL1 筒 51,733 円 注 429 その他の腫瘍用薬 市場規模の拡大

(原価計算品目)

A=5
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9 デュピクセント皮下注 300mg シ

リンジ

デュピルマブ（遺伝子組

換え）

サノフィ 300mg2mL1 筒 83,152 円 注 449 その他のアレルギー用薬 市場規模の拡大

(原価計算品目)

無

10 ヘムライブラ皮下注 30mg

ヘムライブラ皮下注 60mg

ヘムライブラ皮下注 90mg

ヘムライブラ皮下注 105mg

ヘムライブラ皮下注 150mg

エミシズマブ（遺伝子組

換え）

中外製薬 30mg1mL1 瓶

60mg0.4mL1 瓶

90mg0.6mL1 瓶

105mg0.7mL1 瓶

150mg1mL1 瓶

382,969 円

705,390 円

1,008,323 円

1,155,029 円

1,581,580 円

注 634 血液製剤類 効能追加による

市場規模の拡大

無

11 アクテムラ点滴静注用 80mg

アクテムラ点滴静注用 200mg

アクテムラ点滴静注用 400mg

アクテムラ皮下注 162mg シリン

ジ

アクテムラ皮下注 162mg オート

インジェクター

トシリズマブ（遺伝子組

換え）

中外製薬 80mg4mL1 瓶

200mg10mL1 瓶

400mg20mL1 瓶

162mg0.9mL1 筒

162mg0.9mL1 ｷｯﾄ

18,936 円

46,653 円

92,289 円

39,868 円

40,019 円

注 639 その他の生物学製剤 市場規模の拡大

(原価計算品目)

無

ケブザラ皮下注 150mg シリンジ

ケブザラ皮下注 200mg シリンジ

ケブザラ皮下注 150mg オートイ

ンジェクター

ケブザラ皮下注 200mg オートイ

ンジェクター

サリルマブ（遺伝子組換

え）

サノフィ 150mg1.14mL1 筒

200mg1.14mL1 筒

150mg1.14mL1 ｷｯﾄ

200mg1.14mL1 ｷｯﾄ

45,202 円

59,802 円

45,596 円

60,195 円

注 399 他に分類されない代謝性医薬品 類似品 無

12 ジクアス点眼液 3% ジクアホソルナトリウ

ム

参天製薬 3%5mL1 瓶 648.70 円 外 131 眼科用剤 市場規模の拡大

(原価計算品目)

無

成分数 品目数

内用薬 ６ ２１

注射薬 ７ １８

外用薬 １ １

計 １４ ４０

(注)

○ 令和 2年度の薬価は、①市場拡大再算定による算定額、又は②市場実勢価格に基づく薬価改定等による算定額の低い額となる。

○ 補正加算欄の Aは加算率(%)を示す。（実際に適用する率は A及び年間販売額の合計額を基に算出される補正加算率 α）

○ 市場拡大再算定対象品の薬理作用類似薬のうち、薬価算定組織における検討の結果を踏まえ、市場における競合性が乏しいことから市場拡大再算定類似品に該当しないと判断された成分

・No.4 ：サリドマイド、ポマリドミド

・No.6 ：ウステキヌマブ（遺伝子組換え）【ステラーラ点滴静注 130mg】

・No.7 ：トラスツズマブ（遺伝子組換え）
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Ⅰ-②．市場拡大再算定の特例

No 銘柄名 成分名 会社名 規格単位 現行薬価 薬効分類 再算定の

理由

補正

加算

1 リクシアナ錠 15mg

リクシアナ錠 30mg

リクシアナ錠 60mg

リクシアナ OD 錠 15mg

リクシアナ OD 錠 30mg

リクシアナ OD 錠 60mg

エドキサバントシル

酸塩水和物

第一三共 15mg1 錠

30mg1 錠

60mg1 錠

15mg1 錠

30mg1 錠

60mg1 錠

299.60 円

548.40 円

555.70 円

299.60 円

548.40 円

555.70 円

内 333 血液凝固阻止剤 市場規模の拡大

(1,000 億円超)

無

2 キイトルーダ点滴静注 20mg

キイトルーダ点滴静注 100mg

ペムブロリズマブ

（遺伝子組換え）

ＭＳＤ 20mg0.8mL1 瓶

100mg4mL1 瓶

76,491 円

371,352 円

注 429 その他の腫瘍用薬 市場規模の拡大

(1,500 億円超)

無

成分数 品目数

内用薬 １ ６

注射薬 １ ２

計 ２ ８

(注)

○ 令和 2年度の薬価は、①市場拡大再算定による算定額、又は②市場実勢価格に基づく薬価改定等による算定額の低い額となる。

○ キイトルーダ点滴静注は、令和 2年 2月 1日付けで 63,077 円/20mg0.8mL1 瓶、306,231 円/100mg4mL1 瓶に改定予定。

≪薬価算定組織 第１回令和元年 12 月 19 日≫

Ⅱ．効能変化再算定の特例

No 銘柄名 成分名 会社名 規格単位 現行薬価 薬効分類 再算定の

理由

補正

加算

1 ゾレア皮下注用 75mg

ゾレア皮下注用 150mg

ゾレア皮下注用 75mg シリンジ

ゾレア皮下注用 150mg シリンジ

オマリズマブ（遺伝

子組換え）

ノバルティス ファ

ーマ

75mg1 瓶

150mg1 瓶

75mg0.5mL1 筒

150mg1mL1 筒

23,556 円

46,422 円

23,625 円

46,490 円

注 229

注 449

その他の呼吸器官用薬

その他のアレルギー用薬

主たる効能効果の

変更（※）

※ 当初の主たる効能効果である「気管支喘息（既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る）」に対して、令和元年 12 月に「季節性アレルギー性鼻炎（既存治療で

効果不十分な重症又は最重症患者に限る）」の効能追加が行われたことに伴い、主たる効能効果が変化した。

成分数 品目数

注射薬 １ ４

計 １ ４

(注)

○ 令和 2年度の薬価は、①効能変化再算定による算定額、又は②市場実勢価格に基づく薬価改定等による算定額の低い額となる。


